
独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法案について 

 

 法律の目的  

 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の名称、目的、業務の範囲等について定める。 
 
 法律の概要  

（１）法人の名称 
  独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構（以下「機構」という。） 
（２）機構の目的 
  沖縄振興特別措置法に規定する沖縄振興計画に基づく大学院大学の設置の準備と併せ

て、沖縄を拠点とする国際的に卓越した科学技術に関する研究開発等を推進することに

より、沖縄における科学技術に関する研究開発の基盤の整備を図り、もって沖縄の自立

的発展及び世界の科学技術の発展に寄与する。 
（３）事務所 
  主たる事務所を沖縄県に置く。 
（４）機構の役員及び職員 
  ・役員として、理事長及び監事２人を置く（内閣総理大臣が任命）。 
・理事長を補佐して機構の業務を掌理させるため、役員として理事１人を置くことがで

きる（理事長が任命）。 
・役職員の身分は非公務員とする。ただし、役職員に秘密保持義務を課し、刑法等の適

用については公務に従事する者とみなす。 
（５）運営委員会 
  機構に、中期計画等を審議し議決するとともに、理事長の任命に関し内閣総理大臣に意

見を述べ、業務の実施状況を監視する機関として運営委員会を置く。 
（６）機構の業務の範囲 
  一 国際的に卓越した科学技術に関する研究開発を行うこと。 
  二 一の業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 
  三 科学技術に関する研究集会の開催その他の研究者の交流を促進するための業務を

行うこと。 
  四 機構の施設及び設備を科学技術に関する研究開発を行う者の共用に供すること。 
  五 国際的に卓越した科学技術に関する研究者を養成し、及びその資質の向上を図るこ

と。 
  六 大学院大学の設置の準備を行うこと。 
  七 一～六の業務に附帯する業務を行うこと。 
（７）その他 
  機構は、大学院大学が設置されたときは、別に法律で定めるところにより、その業務を

大学院大学に引き継いで解散するものとすること等、必要な事項を定める。 
（８）附 則 
  ①この法律は、公布の日から施行する。 
  ②その他所要の経過措置を置く。 



沖縄科学技術大学院大学(仮称)設立構想 

沖縄振興特別措置法及び沖縄振興計画に基づき、沖縄に世界

最高水準の自然科学系の国際的な大学院大学を創設 

「国際的に卓越した教育研究を行う大学院を置く大学（中略）の整備、

充実等必要な措置を講ずる」(沖縄振興特別措置法第 85 条第 2項) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機構の業務 
 

・大学院大学の設置の準備 

・国際的に卓越した科学技術に関

する研究開発     等 

理事長 

理事 

本法案において、沖縄科学技術大学院大学

（仮称）設立構想を推進する主体として独立

行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構（仮

称）を設立し、その名称、目的、業務の範囲

等を定める。 

沖縄の研究基盤を整備 
 

大学院大学開学に向 
けた諸条件の整備 

・沖縄の自立的発展 

・世界の科学技術の発展 

に寄与 

運営委員会 監事 

機構の目的 

機構の運営体制 

内閣総理大臣 

主務大臣と 

しての関与 

内閣府独立行政法人評価委員会

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法案（仮称）について 

平成 17 年度予算案 

・整備法人運営費等経費   9.1 億円 

・施設整備費        10.3 億円 

・先行的研究事業等     31.4 億円 

・その他経費        0.5 億円 

合計         51.4億円 

任命 任命 評価 

監査 監視、建議等 






